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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１３条第１項 

の規定に基づく届出の基準について」の一部改正について 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成２０年政令第１７５号）が平成

２０年５月２日公布され、本日施行されることに伴い、「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第１３条第１項の規定に基づく届出の基準について」（平成１

７年６月２０日健感発第 0620002 号本職通知）の一部を別添のとおり改正し、本日から

適用する。 

なお、本改正により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１

３条第１項（第５項において準用する場合を含む。）の規定に基づく獣医師の届出の様式

は、上記通知に規定することになったことから、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成１６年９月２

２日付け健感発第0922001号本職通知）の別紙１は廃止する。 
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（別添）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１３条第１項の規定に基づく届出の基準について
新旧対照表

平成20年 5月 12日健感発第0512007号
新 旧

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第１３条第１項の規定に基づく届出の基準について 第１３条第１項の規定に基づく届出の基準について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という ）第 律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という ）第。 。
１３条第１項（第５項において準用する場合を含む。以下 １３条第１項（第５項において準用する場合を含む。以下
同じ ）の規定による届出について、別紙「獣医師の届出 同じ ）の規定による届出について、別紙「獣医師の届出。 。
基準」を定めるとともに、別記の通り届出書の様式を定め 基準」を定めたので、届出に関する事務の施行に遺憾のな
たので、届出に関する事務の施行に遺憾のなきを期すると きを期するとともに、関係機関へ周知されたい。

ともに、関係機関へ周知されたい。 （略）
（略）

記 記

１～３（略） １～３ （略）
４ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する ４（新規）

法律施行規則の一部を改正する省令の施行について （平」
成１６年９月２２日付け健感発第 0922001号厚生労働省健

康局結核感染症課長通知）の別紙１を廃止する。

別紙「獣医師の届出基準」 別紙「獣医師の届出基準」
第１～第８ （略） 第１～第８ （略）
第９ 鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１) 第９ インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)
１ 定義 １ 定義

Ａ／Ｈ５Ｎ１型インフルエンザウイルスによる感染症で Ａ／Ｈ５Ｎ１型インフルエンザウイルスによる感染症で
ある。 ある。

２ 対象となる動物 ２ 対象となる動物
鳥類に属する動物 鳥類に属する動物

３ 動物における臨床的特徴 ３ 動物における臨床的特徴
一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を 一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を

呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症 呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症



- 2 -

状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認 状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認
められる。 められる。

４ 届出基準 ４ 届出基準
(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類 (1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類

に属する動物又はその死体について鳥インフルエンザ (Ｈ に属する動物又はその死体についてインフルエンザ (Ｈ５
５Ｎ１ )の病原体診断をした場合には、法第１３条第１項 Ｎ１)の病原体診断をした場合には、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ
（同条第５項において準用する場合を含む ）の規定による届出 １）を指定感染症として定める等の政令（平成１８年政令第２０８。
を行わなければならない この場合において 検査材料は 号）第２条において準用する法第１３条第１項（同条第５項にお。 、 、
同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。 いて準用する場合を含む ）の規定による届出を行わなければ。

ならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に
掲げるもののいずれかをもちいること。

検査方法 検査材料 検査方法 検査材料
PCR法 に よ る 病 原 体 の 遺 伝 子 総 排 泄 腔 拭 い 液 、 口 腔 PCR法 に よ る 病 原 体 の 遺 伝 子 総 排 泄 腔 拭 い 液 、 口 腔
の検出 拭い液、血液又は臓器 の検出 拭い液、血液又は臓器
ウイルス分離による病原体の ウイルス分離による病原体の
検出 検出

(2) 獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的 (2) 獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的
状況から鳥類に属する動物又はその死体が鳥インフルエン 状況から鳥類に属する動物又はその死体がインフルエンザ
ザ(Ｈ５Ｎ１)にかかっている疑いがあると診断し、又はか (Ｈ５Ｎ１)にかかっている疑いがあると診断し、又はかか

、 、かっていた疑いがあると検案した場合は、 (1)にかかわら っていた疑いがあると検案した場合は (1)にかかわらず
ず、病原体診断を待たず法第１３条第１項（同条第５項にお 病原体診断を待たずインフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を指定感染症と
いて準用する場合を含む ）の規定による届出を行わなければ して定める等の政令第２条において準用する法 第 １ ３ 条 第 １ 項。
ならない。 （同条第５項において準用する場合を含む ）の規定による届出。

を行わなければならない。
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新 旧
別記様式 （新規）
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